
 新潟市職員の通勤のための新潟市役所本庁舎附属駐車場等の使用に係る使用料に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成２９年８月２日

                            新潟市長 篠田 昭

新潟市規則第５３号

   新潟市職員の通勤のための新潟市役所本庁舎附属駐車場等の使用に係る使用料に関

する規則の一部を改正する規則

 新潟市職員の通勤のための新潟市役所本庁舎附属駐車場等の使用に係る使用料に関する

規則（平成１９年新潟市規則第９９号）の一部を次のように改正する。

 別表中

「 

東区役所付属駐車場

  を東区役所石山出張所付属駐車場  

東区役所大形連絡所付属駐車場

                           」

「 

東区役所附属駐車場

  に改め，同表中央区役所東区役所石山出張所附属駐車場  

東区役所大形連絡所附属駐車場

                           」

付属駐車場の項を削り，同表中

「 

中央区役所東出張所付属駐車場

中央区役所南出張所付属駐車場

掲示期間 8.2-8.12



中央区役所入舟連絡所付属駐車場

江南区役所付属駐車場

江南区役所横越出張所付属駐車場

江南区役所曽野木連絡所付属駐車場

江南区役所両川連絡所付属駐車場

江南区役所大江山連絡所付属駐車場

秋葉区役所付属駐車場

秋葉区役所小須戸出張所付属駐車場

南区役所付属駐車場

南区役所味方出張所付属駐車場

南区役所月潟出張所付属駐車場

西区役所付属駐車場

西区役所西出張所付属駐車場

西区役所黒埼出張所付属駐車場

西区役所西出張所赤塚連絡所付属駐車場

西区役所西出張所中野小屋連絡所付属駐車場

西蒲区役所付属駐車場

西蒲区役所岩室出張所付属駐車場

西蒲区役所西川出張所付属駐車場

西蒲区役所潟東出張所付属駐車場

西蒲区役所中之口出張所付属駐車場

豊栄地区公民館付属駐車場

豊栄図書館付属駐車場

北区郷土博物館付属駐車場   を



北区教育相談室付属駐車場

新潟市文化財センター付属駐車場

木戸公民館付属駐車場

生涯学習センター付属駐車場

関屋地区公民館付属駐車場

新潟市教育相談センター付属駐車場

江南区教育相談室付属駐車場

横越地区公民館付属駐車場

新津図書館付属駐車場

小須戸地区公民館付属駐車場

白根学習館付属駐車場

味方地区公民館付属駐車場

月潟西公民館付属駐車場

月潟図書館付属駐車場

西地区公民館付属駐車場

黒埼北部公民館付属駐車場

黒埼図書館付属駐車場

峰岡公民館付属駐車場

漆山公民館付属駐車場

巻ふるさと会館付属駐車場

巻やすらぎ会館付属駐車場

岩室地区公民館付属駐車場

西川学習館付属駐車場

かたひがし生活体験館付属駐車場



中之口地区公民館付属駐車場

                           」

「 

中央区役所東出張所附属駐車場

中央区役所南出張所附属駐車場

中央区役所入舟連絡所附属駐車場

江南区役所附属駐車場

江南区役所横越出張所附属駐車場

江南区役所曽野木連絡所附属駐車場

江南区役所両川連絡所附属駐車場

江南区役所大江山連絡所附属駐車場

秋葉区役所附属駐車場

秋葉区役所小須戸出張所附属駐車場

南区役所附属駐車場

南区役所味方出張所附属駐車場

南区役所月潟出張所附属駐車場

西区役所附属駐車場

西区役所西出張所附属駐車場

西区役所黒埼出張所附属駐車場

西区役所西出張所赤塚連絡所附属駐車場

西区役所西出張所中野小屋連絡所附属駐車場

西蒲区役所附属駐車場

西蒲区役所岩室出張所附属駐車場

西蒲区役所西川出張所附属駐車場



西蒲区役所潟東出張所附属駐車場

西蒲区役所中之口出張所附属駐車場

豊栄地区公民館附属駐車場

豊栄図書館附属駐車場

北区郷土博物館附属駐車場   に改める。

北区教育相談室附属駐車場

新潟市文化財センター附属駐車場

木戸公民館附属駐車場

生涯学習センター附属駐車場

関屋地区公民館附属駐車場

新潟市教育相談センター附属駐車場

江南区教育相談室附属駐車場

横越地区公民館附属駐車場

新津図書館附属駐車場

小須戸地区公民館附属駐車場

白根学習館附属駐車場

味方地区公民館附属駐車場

月潟西公民館附属駐車場

月潟図書館附属駐車場

西地区公民館附属駐車場

黒埼北部公民館附属駐車場

黒埼図書館附属駐車場

峰岡公民館附属駐車場

漆山公民館附属駐車場



巻ふるさと会館附属駐車場

巻やすらぎ会館附属駐車場

岩室地区公民館附属駐車場

西川学習館附属駐車場

かたひがし生活体験館附属駐車場

中之口地区公民館附属駐車場

                           」

   附 則

 この規則は，平成２９年８月１４日から施行する。


